
令和5年度一般自動車道「 伊豆スカイライン」 料金徴収業務委託特記仕様書

（ 適用）

第１条 この仕様書は、静岡県道路公社（ 以下「 甲」 という。） が受託者（ 以下「 乙」 という。） へ発注

する令和5年度一般自動車道「 伊豆スカイライン」 料金徴収業務委託に適用する。

（ 委託道路）

第２条 この契約で料金徴収業務を委託する道路は、一般自動車道「 伊豆スカイライン」（ 田方郡函南

町桑原字国見嶽から伊豆市冷川まで） とし、路線図は別紙1のとおりとする。

（ 委託期間及び委託料の支払い）

第３条 この契約の期間は、契約締結日から令和7年3月31日までとし、このうち料金徴収期間は、

令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

２ 乙は、契約締結日から令和6年3月31日までに、従業員の確保等、令和6年度の料金徴収業務に

係る必要な準備を行うものとする。

３ 乙は、第1項に定める各年度の料金徴収期間開始日の6日前までに、従業員に対して委託業務に係

る事前研修を行うものとする。

４ 乙は、第1項に定める各年度の料金徴収期間開始日の2ヶ月前までに、前項の事前研修に関する研

修期間、研修内容等を記載した研修体制計画書を甲に提出しなければならない。なお、令和6年度の

料金徴収業務に係る研修体制計画書は、契約締結後1ヶ月以内に提出するものとする。

５ 乙は、第3項の事前研修に際して、甲が別途配布する「 料金徴収業務マニュアル」 を本契約に関す

る全ての従業員に予め配布し、その内容を把握させた上、遵守させなければならない。事前研修以降

に雇用した従業員に対しても同様に研修を行うものとする。

６ 乙は、研修の実施後、第1項に定める各年度の料金徴収期間開始日の5日前までに、研修期間、研

修参加者氏名、研修内容を記載した研修報告書を甲に提出しなければならない。

７ 甲は乙に委託料を令和5年度は支払わない。静岡県道路公社料金徴収業務委託契約約款（ 以下「 約

款」 という。） 第４条第１項に規定する月別資金計画書に基づき、全額を令和6年度以降に支払う。

（ 所轄事務所）

第４条 第４条 約款でいう所轄事務所は、静岡県道路公社東部管理センターとする。

（ 料金所）

第５条 約款第2条第1項第1号の甲が定める料金所は、熱海峠料金所、玄岳料金所、韮山峠料金所、

亀石峠料金所、冷川料金所、天城高原料金所とし、その位置は別紙2から別紙7までのとおりとする。

（ 指定金融機関及び納入方法）

第６条 約款第7条第3項の甲が指定する金融機関口座への納入方法は表－1のとおりとする。

表－１ 金融機関口座納入方法

金 融
機関名等

金融機関名 スルガ銀行伊東支店

納入方法 甲指定機関が集金



金融機関
集金回数

週３回（ 月・ 水・ 金曜日） の金融機関営業日

金融機関の
集金場所

亀石峠料金所事務所

備 考

亀石峠料金所へ徴収金を運搬すること
【 熱海・ 冷川・ 天城】
当日分徴収金を翌朝9： 30までに運搬（ 繁忙日等収入
金が多い場合は当日の夕方に一部運搬）
【 玄岳・ 韮山】
当日分徴収金を徴収時間終了後に運搬

（ 責任者の配置）

第７条 約款第11条第1項の責任者は、亀石峠料金所へ配置し、一般自動車道「 伊豆スカイライン」

の業務について、その責務を負う。

（ 事務補助者の配置）

第８条 約款第12条第1項の事務補助者は熱海峠料金所、亀石峠料金所及び天城高原料金所へ配置し、

熱海峠に配置する事務補助者は熱海峠・ 玄岳・ 韮山峠の各料金所に関する業務、天城高原に配置する

事務補助者は天城高原・ 冷川の各料金所に関する業務について、それぞれ責務を行う。

また、亀石峠に配置する事務補助者は、責任者の事務を補助するとともに、責任者不在時はその業

務を代行する。

２ 熱海峠料金所及び天城高原料金所に配置する事務補助者は、徴収金を亀石峠料金所事務所まで運搬

し、責任者へ引き継ぐこと。また、毎日の各料金所のつり銭準備金必要額を把握し、運搬を行うこと。

３ 熱海峠料金所に配置した事務補助者又は事務補助者の休暇日に配置された事務補助者に代わる徴

収員は、料金徴収により交通に渋滞をきたすことのないよう、必要時に、徴収の補助として次の事項

を自ら行う、若しくは徴収員に行うよう指示しなければならない。

（ １） 渋滞待ち車両に対する、事前の通行券販売。

（ ２） 二輪自動車を熱海峠駐車場へ誘導のうえ、二輪自動車を対象とした事前の通行券販売。

（ ３） 複数レーン開放時に単一のレーンに車両が集中する場合等、渋滞待ち車両に対する適切なレーン

への誘導

４ 熱海峠料金所に配置した事務補助者又は事務補助者の休暇日に配置された事務補助者に代わる徴

収員は、甲が熱海峠料金所横に設置する観光案内所の開錠等の業務を、次のとおり自ら行う、若しく

は徴収員に行うよう指示しなければならない。

（ １） 開錠 毎日午前9時

入口の扉を開錠し、窓のシャッターを開け、照明を点灯し、計測機の電源を入れる。

（ ２） 施錠 毎日午後4時

窓のシャッターを閉め、計測機の電源を切り、照明を消灯し、入口の扉を施錠する。

（ ３） 見回り 午後0時から午後2時の間に毎日1回

案内所内部を巡回する。

（ ４） 異常時等の通報

観光案内所内外の異常又はパンフレットの不足を確認した場合には、所轄事務所に電話連絡を行



う。

（ ５） 利用者数の集計

毎日施錠時に、案内所内に設置する計測機の数値を記録し、甲からの求めに応じ報告する。

（ 料金徴収時間）

第９条 約款第14条第1項第2号の料金徴収時間は表－2のとおりとする。

表－２ 道路別料金徴収時間

道路別 曜日別 料金所別 徴収を行う車両 時 間

一般自動車道

「 伊豆スカイライン」
全 日

熱海峠料金所

亀石峠料金所

冷川料金所

天城高原料金所
上下線

6： 00～22： 00

玄岳料金所

韮山峠料金所
8： 00～17： 00

（ 徴収する料金等）

第10条 約款第14条第1項第2号の料金及び回数券の料金並びに車種区分は別表1のとおりとする。

（ 回数券の処理）

第11条 約款第14条第1項第2号の回数券の回収については、進入料金所で回数券を回収し、回数券

引換証（ 様式第1号） へ必要事項を記入のうえ回数券と引き換えに当該利用者へ手渡し、退出料金所

にて回数券引換証を回収する。

（ 回数券の販売）

第12条 約款第14条第1項第3号の回数券の販売は、亀石峠料金所事務所で行うものとする。ただし、

他の料金所で購入の予約を受けた場合は当該料金所で販売を行わなければならない。

（ 領収日付印）

第13条 乙は、約款第14条第1項第6号の甲が支給する領収日付印の印影が明瞭でなくなった場合は、

速やかに甲に連絡すること。

（ 営業帳表類）

第14条 約款第16条の営業帳表類に、約款様式第15号の営業日報の替わりに集計日報（ 様式第2号）

を作成するものとし、また、ブース日報（ 様式第3号） 及び集計月報（ 様式第4号） を加える。

２ 約款様式第18-2号の回数券簿（ A） 及び約款様式第18-4号の回数券簿（ B） は使用しない。回数券を

販売した場合は、約款様式第19号の通行券・ ロール紙受払簿へ記入する。

（ 異常気象時等の措置）

第15条 約款第17条の乙が行う異常気象時等の措置は表－3のとおりとする。



表－３ 異常気象時等の措置

項 目 措 置

異

常

気

象

時

雨量規制等に伴う通行

止の措置（ 台風含む）

甲から指示があった場合は熱海峠・ 亀石峠・ 冷川・ 天城高原の

各料金所に設置されている道路情報板に表示する

災害が発生した時

甲の指示により熱海峠・ 玄岳・ 韮山峠・ 亀石峠・ 冷川・ 天城高

原の各料金所の進入レーンへバリケード及び通行止規制標識

（ 301）（ 約款別紙９） を設置する

甲から指示があった場合は熱海峠・ 亀石峠・ 冷川・ 天城高原の

各料金所に設置されている道路情報板に表示する

地

震

発

生

時

熱海市・ 田方郡函南

町・ 伊豆の国市・ 伊東

市・ 伊豆市で震度 5 弱

以上の地震を観測し気

象庁が発表した時

甲の指示により熱海峠・ 玄岳・ 韮山峠・ 亀石峠・ 冷川・ 天城高

原の各料金所の進入レーンへバリケード及び通行止規制標識

（ 301） を設置する

甲から指示があった場合は熱海峠・ 亀石峠・ 冷川・ 天城高原の

各料金所に設置されている道路情報板に表示する

東海地震注意情報発表時

東海地震警戒宣言発令時
甲の指示により甲が配備した看板を設置する

２ 乙は、大雨、洪水警報（ 以下「 警報」 という。） が発令された場合、熱海峠・ 亀石峠・ 冷川の各料

金所については、一般自動車道「 伊豆スカイライン」の雨量計測を次のとおり行わなければならない。

（ １） 料金所設置の雨量計で、降り始めからの１時間毎の雨量を発令から解除となるまで甲へ報告す

る。

（ ２） 営業時間終了後、警報が継続して発令されている場合には、翌朝の営業開始後速やかに営業時

間外の1時間ごとの雨量を報告する。

３ 乙は、前各項のほか異常気象時に次のとおり対応する。

（ １）利用者から災害、積雪、路面凍結等の発生情報を得た場合、後続2～3台からも情報を確認し、

速やかに甲に報告する。

（ ２） 甲から求められた場合、料金所の積雪量、気温等を報告する。

（ ３）積雪時等に甲から求められた場合、料金所の進入レーンにバリケード及び通行止規制標識（ 301）

を設置する。

（ ４） チェーン必要時の場合、非装着車両に対し、装着について注意・ 喚起する。

（ ５） 利用者からの通行規制情報問い合わせに対応する。

（ ６） 異常気象等により料金徴収を行うことが不可能な場合、乙は甲へ報告し、その指示に従う。

（ ７） 雨量規制等による通行止め措置がされた場合には、乙は徴収員を料金所に配置せずに、料金所

事務所で待機させる。

なお、甲が、区間を定めて通行止めを行う場合には、当該区間を除いた料金徴収を実施する区

間に係る料金所の職員は引き続き料金所に配置するものとする。

（ 清掃等）

第16条 約款第18条の乙が行う清掃等の範囲は、別紙2から別紙8までに示したとおりとする。



（ 落下物等）

第17条 約款第19 条は適用しないものとし、乙は、道路路面上に通行の支障となる落下物等の情報を

得た場合は、次のとおり処理するものとする。

（ １） 情報提供者・ 通報者から、落下物等発生の場所及び状況について収集する。

（ ２） 利用者から情報を得た場合には、後続2～3台からも前号の情報を確認する。

（ ３） 甲に落下物等の概要を直ちに報告する。ただし、所轄事務所の勤務時間外の場合は、甲が別途

定める非常連絡系統図により報告するものとする。

（ ４） 甲から指示があった場合、料金所の進入レーンにバリケード及び通行止規制標識（ 301） を設

置する。

（ ５） 甲から指示があった場合、道路情報板を表示させる。

２ 一般自動車道「 伊豆スカイライン」 を走行中に、道路路面上に通行の支障となる落下物等を発見し

た場合は、乙はこれの除去を行わなければならない。ただし、落下物除去に際し危険を伴う場合は、

応急措置を行い、至急甲に連絡するものとする。

（ 貸付施設等）

第18条 約款第26条第1項の甲から乙への貸与施設等は別表2のとおりとし、同表の管理分担により

維持管理を行う。ただし、事務所及び料金所については、乙は別表3掲載の項目によりその修理を行

わなければならない。

２ 乙は、火の元責任者を決め、業務終了後事務所等から退出する際は、あらかじめ甲の同意を得た戸

締り当番日誌を作成し、電気、火の元及び戸締り等を確認し、防犯、火災防止等に努めなければなら

ない。ただし、火の元責任者が休暇日の場合は、乙は代替者を配置する。なお、貸与施設内において

は、禁煙とする。また、乙はあらかじめ非常時連絡系統図を作成し、非常時には速やかに連絡をする

こと。

（ 費用負担）

第19条 約款第27条の甲が負担する費用は別表2に明記されたもののほか次のとおりとする。

（ １） 火災保険料

（ ２） 電気使用料

（ ３） 水道使用料（ 玄岳料金所及び韮山峠料金所は飲用水設備なし）

（ ４） 雨量計の保守及び消耗品費用

（ ５） 防犯・ 非常通報警備システム機器による警備委託費用（ 電話回線による通信料を除く ）

（ ６） 熱海峠及びスカイポート亀石公衆トイレの保守費用（ トイレットペーパー、ハンドソープ、

洗剤及び清掃用具等の消耗品費用を除く ）

（ ７） 浄化槽の管理及び清掃費用（ 熱海峠料金所及び公衆トイレ分）

（ ８） ゴミ処分費用（ 乙の持込物により生じたゴミを除く ）

（ 時間別通行台数内訳表）

第20条 乙は、一般自動車道「 伊豆スカイライン」 各料金所の方向別及び時間別の通行台数を記録し、



時間別通行台数内訳表（ 様式第5号） を作成して毎日、前日分を甲に提出するものとする。

また、各料金所で回収した出口券は、各料金所別・ 日別に整理し亀石峠料金所事務所で保管するも

のとする。

（ 雨量計）

第21条 乙は、熱海峠料金所・ 亀石峠料金所・ 冷川料金所に設置されている雨量計の用紙及び部品交換

等を行い、故障した場合は直ちに甲へ報告する。

（ 公衆トイレの清掃）

第22条 乙は、熱海峠料金所脇、冷川料金所事務所及び天城高原料金所事務所に設置されている公衆ト

イレの清掃、トイレットペーパーの補充等を毎日行い、故障した場合は直ちに甲へ報告する。

２ 乙は、一般自動車道「 伊豆スカイライン」 亀石駐車場にあるスカイポート亀石公衆トイレ（ 別紙8

に示す範囲） の清掃及びドッグラン施設のウンチボックス回収作業を毎日1回（ ただし、次項各号に

掲げる日は3回）、トイレットペーパーの補充等を毎日1回行い、故障した場合は直ちに甲へ報告す

る。

３ 前項ただし書きのスカイポート亀石公衆トイレの清掃等を日に3回行う日は、次のとおりとする。

（ １） 日曜日

（ ２） 土曜日

（ ３） 国民の祝日に関する法律（ 昭和23年法律第178号） に規定する休日

（ ４） 毎年4月29日から 5月6日までの期間

（ ５） 毎年7月21日から 8月31日までの期間

（ ６） 毎年12月29日から翌年1月3日までの期間

４ 乙は、第1項、第2項に掲げる清掃業務を行ったときは、トイレ清掃確認表（ 様式第6号） に記録

のうえ各トイレに掲示するものとする。

また、記載欄をすべて使用した清掃確認表は、箇所別・ 月別に取りまとめ亀石峠料金所事務所で保

管するものとする。

（ 道路巡回）

第23条 乙は、甲が別に定める「 道路巡回要領」 に基づき、約款第24条の2第1項各号に掲げる日に

道路巡回を行うものとする。

（ 異常発見時の公社への通報）

第24条 乙は、料金所間の連絡、徴収員の送迎及び道路巡回等で道路内を移動する際に、道路の異常を

発見した場合には、甲へ報告すること。

（ 観光案内）

第25条 乙は、積極的に伊豆の観光情報の把握に努め、利用者に対し真摯に観光案内を行うものとする。



様式第１号

伊豆スカイライン

回数券　船車券　引換証

区　間
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車　種　　二　　　小　　　Ｍ　　　大

台　数　　　　　　　台
この券は退出料金所で係員にお渡し下さい。

静岡県道路公社

№ブース　 　　　　　



様式第２号（ 日本産業規格Ａ４横版）

道路名： 伊豆スカイライン 平成　　年　　月　　日（ 　） 　天候： 　　

区分

料金所/ブース

亀 石 峠

韮 山 峠

２

２／２

小計

３玄 岳

熱 海 峠

１

１／２

合　計

７

９

９／２

９／３
天城高原

冷 川

小　計

過不足金・ 手数料

小計

４

５

６

小計

普通券

冊数 金額車数 金額

回数券

件数 金額

払い戻し等
差引計

過不足金
手数料

現金計
金額車数

台数
合計

現金収入 後払い収入

収入合計
回数券
回　収
枚　数

集　　　計　　　日　　　報

特記事項

責任者



様式第３号（ 日本産業規格Ａ４縦版）

作成者　　　　　　　　　　　　印　

平成　　年　　月　　日（ 　　） 曜日　天候（ 　　）

ブ　ー　ス　日　報

ブース

収入合計車数計

受
領
者

引
継
者

金　額

勤　務　者　名

金　　種　　別　　数　　量

責任者 検　算 ブース検算 作　成

区間
番号

廃

券 理
由

区　　間

合 計

過 不 足 金

差 引 納 金 額

車種

計

枚数

10, 000

2

3

回

数

1

時

刻 5, 000 2, 000 1, 000 500

番号

区　　　間
車数

現金収入

金額

100 50 10

車数 金額

回　収
回数券

8 時 間

勤務時間

12 時 間

払 戻 金 額 16 時 間



様式第4-1号（ 日本産業規格Ａ４縦版）

受託者名： 責任者：

区　分

車　種 車数 金額 冊数 金額 件数 金額 車数 金額

障 害

そ の 他

障 害

そ の 他

二 輪

小 型

マイクロ

大 型

計

○ ○ ○ ○平成 年 月分　伊豆スカイライン集計月報　集計表

回収
回数券

通行台数
区
間

往
復
通
行
券

二輪

現金収入 後払収入

合計

路　　線総

合

計

マイクロ

大型

計

収入合計普通券 回数券
差引計

割増割戻

小型



様式第4-2号（ 日本産業規格Ａ４縦版）

○ ○ ○ ○伊豆スカイライン　 料金所　 月分　集計月報

区　分

車　種 車数 金額 冊数 金額 件数 金額 車数 金額
障 害
そ の 他
障 害
そ の 他

12
障 害
そ の 他
障 害
そ の 他

13
障 害
そ の 他
障 害
そ の 他

14
障 害
そ の 他
障 害
そ の 他

15
障 害
そ の 他
障 害
そ の 他

16
障 害
そ の 他
障 害
そ の 他

17

19
障 害
そ の 他
障 害
そ の 他

二 輪
小 型
マイクロ
大 型
計

大型
計

計
往
復
通
行
券
合計

二輪

小型

路　　線

往
復
通
行
券

計

○
○
～

▼
▼

二輪

小型

路　　線

計
二輪
小型
マイクロ

計

○
○
～

◎
◎

二輪

小型

路　　線
マイクロ

大型

計

○
○
～

◇
◇

二輪

小型

路　　線
マイクロ

大型

計

○
○
～

×
×

二輪

小型

路　　線
マイクロ

大型

○
○
～

□
□

二輪

小型

路　　線
マイクロ

大型

○
○
～

△
△

区
間

二輪

小型

マイクロ

大型

現金収入 後払収入
収入合計

回収
回数券

路　　線

計

マイクロ

大型

マイクロ

大型

通行台数普通券 回数券 割増割戻
差引計



様式第５号（ 日本産業規格Ａ４縦版）

平成 年 ○　　月　　日　 曜日　天候

道路名　伊豆スカイライン 料金所名

通行券
等
①

無料車
②

その他
③ 計

通行券
等
④

無料車
②

その他
③ 計

6: 00 ～ 7: 00
0 0 0

7: 00 ～ 8: 00
0 0 0

8: 00 ～ 9: 00
0 0 0

9: 00 ～ 10: 00
0 0 0

10: 00 ～ 11: 00
0 0 0

11: 00 ～ 12: 00
0 0 0

12: 00 ～ 13: 00
0 0 0

13: 00 ～ 14: 00
0 0 0

14: 00 ～ 15: 00
0 0 0

15: 00 ～ 16: 00
0 0 0

16: 00 ～ 17: 00
0 0 0

17: 00 ～ 18: 00
0 0 0

18: 00 ～ 19: 00
0 0 0

19: 00 ～ 20: 00
0 0 0

20: 00 ～ 21: 00
0 0 0

21: 00 ～ 22: 00
0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考
１　この書類は受託者が保管する。
２　毎日の通行台数を、翌営業日に所轄管理センターへＦＡＸすること。

①３　 へは、通行券発行枚数、回数券回収台数及び船車券回収台数を記入する。
②　　 へは、緊急自動車、公務通行証により料金を徴収しない車両台数を記入する。
③　　 へは、Ｕターン車両、逃亡車両等の台数を記入する。
④　　 へは、出口券回収台数、回数券・ 船車券引換証回収台数を記入する。

合　　計

時 間 別 通 行 台 数 内 訳 表

進入

時　間

退出

合計 備考



様式第6号（ 第22条第4項第1号関係） （ 用紙 日本工業規格A4縦型）

トイレ清掃確認表

実施日
実施
時間

実施者 実施日
実施
時間

実施者

※上記の記載事項を満たしていれば、本様式に拘らず、受託者が任意の様式・ 用紙規格で記録するこ
とは差支えない。


